
１ 海外渡航の自粛と畜産物の持ち込み禁止
高病原性鳥インフルエンザの発生地域や非清浄地域への渡航は自粛しましょう。
これらの地域から外国人技能実習生を受け入れている場合、携帯品や国際郵便による

畜産物の持ち込み禁止の周知を徹底してください。

２ 農場内へ部外者をいれない、不要なものは持ち込まない

３ 立入者の衣服交換、手指消毒の徹底
衛生管理区域に入る人は、専用衣服と長くつを着用し、手指消毒を徹底しましょう。

４ 野生動物侵入防止のため防鳥ネットの設置

５ 消毒薬の適正使用
適正な濃度の消毒薬の使用を！
踏み込み消毒槽は、汚れた時だけではなく1日に1回は必ず交換しましょう。

６ 毎日の健康観察→早期発見、早期通報
異常を認めたら、ただちに下記まで通報してください！

ゴールデンウィークも引き続き防疫対策の強化を！
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ウイルスの侵入を防ぐため、下記事項の徹底を！

高病原性鳥インフルエンザについては、本年４月22日に発生したところで
あり、また野鳥での発生事例は４月以降も確認されており、引き続き警戒
が必要です。引き続き、家畜伝染病の病原体の侵入防止のため、防疫対
策の徹底をお願いします。
これから大型連休を迎え、海外との人の往来や国内の人の動きが活発
化することから、飼養衛生管理を徹底し、防疫対策を強化しましょう！
●高病原性鳥インフルエンザに関する情報（発生状況等）
「高病原性鳥インフルエンザに関する情報農林水産省」で検索！
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html

令和７年度定期報告書未提出の方へ

定期報告書の提出をお願いします！
まだ定期報告書の提出がお済みでない方は、以下の提出期限までに御提出をお願いします。
【提出期限】鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう ６月１５日まで

鶏の様子がおかしいなと思ったら … 東部家畜保健衛生所 へ
Tel 0479-85-8900 FAX 0479-85-5932

（夜間・休日は転送）必ず５回以上コールしてください

東 部 家 畜 防 疫 協 議 会
（ 公 社 ） 千 葉 県 畜 産 協 会
千 葉 県 東 部 家 畜 保 健 衛 生 所
〒 2 8 9 - 3 1 8 2 匝 瑳市 今 泉 7 1 4 2
電 話 0 4 7 9 － 8 5 － 8 9 0 0

F A X 0 4 7 9 － 8 5 － 5 9 3 2
toubukaho@mz.pref.chiba.lg.jp



脚部皮下の出血

チアノーゼ 同一ケージ内での死亡

来日するあなたへのお願い

肉製品や果物・野菜等は日本に持ち込めません！

・国際郵便でも送れません。母国の家族や知人に国際郵便で肉製品や果物・野菜等を送らないように伝えてください。

（国際郵便で検査を受けていない肉製品、果物・野菜等を受け取った場合は動物検疫所又は植物防疫所に御連絡ください。）

・海外で使用した汚れた作業着、作業靴、長靴は持って来ないでください。

・日本に来る前１週間以内に、海外の家畜に触れないでください。また、日本に来てから１週間は、家畜に触れないでください。

・海外から日本への肉製品や果物・野菜等の持込みは法律で厳しく
制限されています。

・日本に肉製品や果物・野菜等を違法に持ち込むと重い罰則（３年以
下の懲役又は300万円以下
（法人の場合は5,000万円以下）の罰金等）の対象になります。
・悪質な持込みと判断したら警察に通報します。
・違法な持込みにより、逮捕された人もいます。

・輸入できない畜産物を持っている場合、入国が認められないことが
あります。 動物検疫 植物防疫

農林水産省

鳥インフルエンザの臨床症状（例）

死亡率の急激な上昇（通常の2倍以

上、まとまって5羽以上死亡など）や、

鳥インフルエンザを疑う症状を発見

した場合は、速やかに家畜保健衛生

所へ通報してください。


